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規 則

�愛媛県規則第３７号
愛媛県沿岸漁業改善資金会計事務取扱規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和４年１０月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県沿岸漁業改善資金会計事務取扱規則の一部を改正する規則

愛媛県沿岸漁業改善資金会計事務取扱規則（昭和５４年愛媛県規則第８３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県
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改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この規則は、沿岸漁業改善資金助成法（昭和５４年法律第２５

号。以下「法」という。）及び愛媛県沿岸漁業改善資金貸付規則

（昭和５４年愛媛県規則第８２号。以下「規則」という。）に基づく

経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金

（以下「沿岸漁業改善資金」という。）の貸付けの事業に係る会

計事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

（会計事務の委託）

第２条 知事は、法第１４条第１項並びに地方自治法施行令（昭和２２

年政令第１６号）第１５８条第１項及び第１６５条の３第１項の規定に基

づき、沿岸漁業改善資金（規則第１条第１項の沿岸漁業改善資金

をいう。以下同じ。）の貸付けの事業に係る会計事務の一部を愛

媛県信用漁業協同組合連合会（以下「県信漁連」という。）に委

（趣旨）

第１条 この規則は、沿岸漁業改善資金助成法（昭和５４年法律第２５

号。以下「法」という。）

に基づく

経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金

（以下「沿岸漁業改善資金」という。）の貸付けの事業に係る会

計事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

（会計事務の委託）

第２条 知事は、法第１４条第１項並びに地方自治法施行令（昭和２２

年政令第１６号）第１５８条第１項及び第１６５条の３第１項の規定に基

づき、沿岸漁業改善資金

の貸付けの事業に係る会計事務の一部を愛

媛県信用漁業協同組合連合会（以下「県信漁連」という。）に委
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告 示

�������
�愛媛県告示第１０５６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８８条第１項の規定により、

東温市北方地域に係る県営土地改良事業計画を変更したので、同条

第６項において準用する同法第８７条第５項の規定により、次のとお

り土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

令和４年１０月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・北方東谷地区）変更計

画書の写し

２ 縦覧期間

令和４年１０月２４日から１１月２１日まで

３ 縦覧場所

東温市役所本庁

�������
�愛媛県告示第１０５７号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の３第３項の規定により公告する。

令和４年１０月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１０５８号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

令和４年１０月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

八幡浜市川之内２番耕地２８１の１、２番耕地２８４、７番耕地２４１、

７番耕地２７２、７番耕地２７５の１

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第１０５５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定した。

令和４年１０月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

託するものとする。

（沿岸漁業改善貸付資金の交付）

第３条 省略

（収納金の払込み）

第８条 県信漁連は、償還金等の収納をしたときは、愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第２４条第１項に規定する払込書

に計算書を添えて、その日に指定金融機関、指定代理金融機関又

は収納代理金融機関（以下「指定金融機関等」という。）に払い

込まなければならない。ただし、特別の理由があるときは、償還

金等を収納した日の翌日（その日が指定金融機関等で出納を取り

扱わないときは、その取り扱う最初の日）に払い込むことができ

る。

託するものとする。

（沿岸漁業改善資金の交付等）

第３条 省略

（収納金の払込み）

第８条 県信漁連は、償還金等の収納をしたときは、愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第２４条 に規定する払込書

に計算書を添えて、その日に指定金融機関、指定代理金融機関又

は収納代理金融機関 に払い

込まなければならない。

名 称 住所又は事務所の所在地 納付の委託を受けることができる歳
入等

納付の委託を受けるこ
とができる期間 指定年月日

株式会社アイモバイル 東京都渋谷区桜丘町２２－１４ Ｎ．Ｅ
．Ｓ．ビルＮ棟２階

ふるさと愛媛応援寄附金に係る寄附
金歳入

令和４年１１月１日から

令和５年３月３１日まで
令和４年１０月５日

ＰａｙＰａｙ株式会社 東京都千代田区紀尾井町１－３ ふるさと愛媛応援寄附金に係る寄附
金歳入

令和４年１１月１日から

令和５年３月３１日まで
令和４年１０月５日

楽天グループ株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目１４番１号
楽天クリムゾンハウス

ふるさと愛媛応援寄附金に係る寄附
金歳入

令和４年１１月１日から

令和５年３月３１日まで
令和４年１０月５日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農地保全事業 真穴地区
（八幡浜市） 令和４年９月３０日

農業用道路整備事業 真穴地区
（八幡浜市） 令和４年９月３０日

農業用用排水施設整備事業 真穴地区
（八幡浜市） 令和４年９月３０日
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川之内２番耕地２８１の１・２番耕地２８４・７番耕地２４１・７

番耕地２７２（以上４筆について、次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及びその

関係書類を愛媛県庁及び八幡浜市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０５９号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

令和４年１０月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

西条市丹原町川根乙９４

２ 指定の目的

干害の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

丹原町川根乙９４（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１０６０号
海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第３条第１項の規定により海岸保全区域を指定したので、海岸保全区域の指定（昭和３３年３月愛媛県告示

第２７６号）の一部を次のように改正する。

令和４年１０月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

番号
海岸

名

市町

村

管理

者
延長 区 域 番号

海岸

名

市町

村

管理

者
延長 区 域

１・２

省略

１・２

省略

１～１１

省略

１～１１

省略

１２ 燧灘

沿岸

弓削

漁港

海岸

豊島

地区

海岸

上島

町

上島

町長

省略 １２ 燧灘

沿岸

豊島

漁港

海岸

弓削

町

弓削

町長

省略

燧灘

沿岸

弓削

漁港

海岸

浜都

地区

海岸

上島

町

上島

町長

省略 １３ 燧灘

沿岸

浜都

漁港

海岸

弓削

町

弓削

町長

省略

燧灘

沿岸

上島

町

上島

町長

省略 １４ 燧灘

沿岸

弓削

町

弓削

町長

省略
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弓削

漁港

海岸

上弓

削地

区海

岸

上弓

削漁

港海

岸

燧灘

沿岸

弓削

漁港

海岸

鯨地

区海

岸

上島

町

上島

町長

省略 １５ 燧灘

沿岸

鯨漁

港海

岸

弓削

町

弓削

町長

省略

燧灘

沿岸

弓削

漁港

海岸

佐島

地区

海岸

上島

町

上島

町長

省略 １６ 燧灘

沿岸

佐島

漁港

海岸

弓削

町

弓削

町長

省略

１３から

１６まで

廃止

１７～２２

省略

１７～２２

省略

２３ 燧灘

沿岸

友浦

漁港

海岸

今治

市

今治

市長

５０３

メー

トル

基点１から基点１８までを

順次結んだ線並びに基点

１８、補助点１８、補助点１４、

補助点１０、補助点４、補助

点１及び基点１を順次結ん

だ線により囲まれた区域

基点及び補助点の表示

（角度の表示は、真北）

基点１は、今治市宮窪町

友浦５８９番２地先の地点（Ｘ

座標１２７７０１．６３６、Ｙ座標－

３８６２１．６０７）

基点２は、基点１から３１５

度００分１３メートルの地点

基点３は、基点２から１６

度００分１０５メートルの地点

基点４は、基点３から１５

度００分１０４メートルの地点

基点５は、基点４から２８

度００分３５メートルの地点

基点６は、基点５から１２１

度００分２２メートルの地点

基点７は、基点６から３０

度３０分３５メートルの地点

基点８は、基点７から３０

２３ 燧灘

沿岸

友浦

漁港

海岸

宮窪

町

宮窪

町長

６５５

メー

トル

１ 越智郡宮窪町大字友浦

字向山甲６０４番地第１標柱

２ １点より１７度測線上２２１

メートルの点

３ ２点より３８度測線上３５

メートルの点

４ ３点より１２６度測線上１８

メートルの点

５ ４点より３８度測線上８９

メートルの点

６ ５点より４５度測線上６１

メートルの点

７ ６点より７０度測線上４１

メートルの点

８ ７点より１０５度測線上８４

メートルの点

９ ８点より１４０度測線上４６

メートルの点

越智郡宮窪町大字友浦

字小野甲１２２０番地の１第

２標柱

９′９点より１７１度測線上５０

メートルの点

７′７点より１７５度測線上５０

メートルの点
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�愛媛県告示第１０６１号
製造の請負等に係る競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する要綱（平成８年２月愛媛県告示第１９２号）の一部を次のように改正し、

告示の日から施行する。

改正後の製造の請負等に係る競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する要綱の規定は、令和５年度以後の製造の請負等に係る競争入

札に参加する者に必要な資格及び資格審査について適用し、令和４年度の製造の請負等に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格

審査については、なお従前の例による。

令和４年１０月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

度３０分３８メートルの地点

基点９は、基点８から１３０

度００分６メートルの地点

基点１０は、基点９から３７

度００分１３メートルの地点

基点１１は、基点１０から３１３

度００分２３メートルの地点

基点１２は、基点１１から５１

度００分７２メートルの地点

基点１３は、基点１２から６５

度００分６５メートルの地点

基点１４は、基点１３から１５０

度３０分１９メートルの地点

基点１５は、基点１４から５４

度００分１６メートルの地点

基点１６は、基点１５から１２８

度００分２６メートルの地点

基点１７は、基点１６から４３

度００分１７メートルの地点

基点１８は、基点１７から１３８

度００分６５メートルの地点

補助点１８は、基点１８から

１６０度００分３５メートルの地点

補助点１４は、基点１４から

１８０度００分５０メートルの地点

補助点１０は、基点１０から

１３３度００分５０メートルの地点

補助点４は、基点４から

１２８度００分１００メートルの地

点

補助点１は、基点１から

１０７度３０分５０メートルの地点

２′２点より１２２度測線上５０

メートルの点

１′１点より１０８度測線上５０

メートルの点

以上１ ２ ３ ４

５ ６ ７ ８ ９ ９′

７′２′１′１の各点を

結ぶ線により囲まれたる

区域

２４～１８３

省略

２４～１８３

省略

改 正 後 改 正 前

（資格）

第２条 前条に規定する競争入札に参加することができる者は、次

に掲げる項目について知事の審査を受け、適格と認められた者と

する。

（資格）

第２条 前条に規定する競争入札に参加することができる者は、次

に掲げる項目について知事の審査を受け、適格と認められた者と

する。
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� 省略

� 審査基準日の直前に行った決算（以下「直前決算」とい

う。）における自己資本の額

� 直前決算において保有する機械装置類、運搬具類、工具その

他の設備の価格の合計額

�・� 省略

２ 前項の規定による審査（以下「資格審査」という。）は、次に

掲げる要件の全てを満たす者でなければ、受けることができな

い。

� 省略

� 所得税又は法人税並びに特別法人事業税（本県分に限る

。）及び地方法人特別税（本県分に限る 。）

並びに消費税について未納がないこと。

（資格審査の申請）

第３条 資格審査を受けようとする者は、随時、次に掲げる事項を

記載した申請書に知事が必要と認める書類を添えて知事に提出す

ることができる。ただし、別に定める期間内に提出するよう努め

るものとする。

� 申請者の氏名及び住所（法人にあっては、名称、主たる事務

所の所在地並びに代表者の職名及び氏名）

� 競争入札に参加を希望する資格の種類及び営業品目

� 経営の状況

� その他参考となる事項

（資格の通知）

第４条 知事は、資格審査の結果を

、当該資格審査を申請した者に通知す

るものとする。

（変更等の届出）

第６条 資格審査の結果、資格を有すると認められた者は、次に掲

げる事項について変更があったとき、又は事業の全部若しくは一

� 省略

� 審査基準日の直前に行った決算（以下「直前決算」とい

う。）における自己資本の額（法人にあっては資本金額（出資

金及び加入金を含む。）に準備金、積立金及び繰越金の額を加

えた額を、個人にあっては次年度に繰り超す純資本の額をい

う。）

� 直前決算において保有する機械装置、車両運搬具及び工具又

は器具 の価格の合計額

�・� 省略

２ 前項の規定による審査（以下「資格審査」という。）は、次に

掲げる要件の全てを満たす者でなければ、受けることができな

い。

� 省略

� 所得税又は法人税並びに特別法人事業税（本県分に限る。以

下同じ。）及び地方法人特別税（本県分に限る。以下同じ。）

並びに消費税について未納がないこと。

（資格審査の申請）

第３条 資格審査を受けようとする者は、随時、競争入札参加資格

審査申請書（様式第１号）を 知事に提出す

ることができる。ただし、別に定める期間内に提出するよう努め

るものとする。

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならな

い。ただし、国内に事務所又は事業所を有しない者にあっては、

第３号から第５号までに掲げる書類を添付しないことができる。

� 営業経歴書（様式第２号）

� 競争入札に参加を希望する営業種別の詳細（様式第３号）

� 会社又は法人の登記事項証明書

� 印鑑証明書

� 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない

者でないことを証する書類（申請者が個人である場合に限

る。）

� 営業に必要な許可、認可等を得たことを証する書類

� 次に掲げる財務に関する書類（審査基準日の直前２年間に行

った決算に係るものに限る。）

ア 貸借対照表

イ 損益計算書

ウ 株主資本等変動計算書

� 県税（地方消費税を除く。）並びに特別法人事業税及び地方

法人特別税について未納がない旨の証明書

	 所得税又は法人税並びに消費税及び地方消費税について未納

がない旨の証明書

（資格の通知）

第４条 知事は、資格審査の結果を、競争入札参加資格審査結果通

知書（様式第４号）により、当該資格審査を申請した者に通知す

るものとする。

（変更等の届出）

第６条 資格審査の結果、資格を有すると認められた者は、次に掲

げる事項について変更があったとき、又は事業の全部若しくは一



愛 媛 県 報令和４年１０月２１日 第３５２号

９００

��������������

��������������

�������
�愛媛県告示第１０６２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市泊土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨

の届出があった。

令和４年１０月２１日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１０６３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市保免土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があ

った。

令和４年１０月２１日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

退 任

様式第１号から様式第５号までを削る。

�愛媛県告示第１０６４号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和４年１０月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０６５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

部を休止し、若しくは廃止したときは、知事が必要と認める書類

を添えて、速やかにその旨を知事に届け出なければならない

。

�～� 省略

� 競争入札に参加を希望する資格の種類又は営業品目若しくは

主な取扱品目

部を休止し、若しくは廃止したときは

、速やかに、競争入札参加資格審査申請書等記載事項変

更等届出書（様式第５号）を知事に提出しなければならない。

�～� 省略

� 競争入札に参加を希望する営業種別又は営業種目 若しくは

主な取扱品目

２ 前項の届出書には、当該届出に係る事項についての変更後の第

３条第２項第２号から第４号まで及び第６号に掲げる書類を添付

しなければならない。

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 内 孝 明 松山市泊町８１７

〃 田 村 智 靖 松山市泊町１１９９－２

〃 河 野 裕美子 松山市泊町３３７

〃 喜 井 足 道 松山市桑原５丁目９－３８

〃 小 池 茂 雄 松山市泊町９３３

〃 門 屋 明 人 松山市泊町７５８

〃 小 池 裕 治 松山市新浜町１１０９－６

監 事 中 川 保 松山市泊町５１３

〃 早 瀬 正 行 松山市泊町９６１ 役員の種類 氏 名 住 所

理 事 黒 河 省 三 松山市保免西一丁目１－３７

〃 門 屋 明 人 松山市泊町７５８

〃 小 池 洋 司 松山市泊町８２２

〃 石 丸 國 雄 松山市泊町４９７

〃 小 池 裕 治 松山市新浜町１１０９－６

〃 田 村 智 靖 松山市泊町１１９９－２

〃 喜 井 足 道 松山市桑原５丁目９－３８

監 事 中 川 保 松山市泊町５１３

〃 早 瀬 正 行 松山市泊町９６１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 小 池 真 悟 松山市泊町９７１

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－３０）第１６４１２号 平成３０年
１２月１５日 ㈱エーワン工業 安堂 廣道 西宇和郡伊方町中之浜３３

６
令和４年
９月５日

電気工事業
管工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－２９）第１６１９６号 平成２９年
１０月１７日 清水建設 清水不盡夫 八幡浜市保内町川之石５

－３０３－３
令和４年
９月８日

左官工事業
屋根工事業 建設業の廃止

（般－１）第１７４１５号 令和元年
１１月２６日 ㈱長浜機設 福岡 信一 大洲市長浜甲５８１－１ 令和４年

９月８日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）
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訓 令

令和４年１０月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０６６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年１０月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県訓令第１６号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和４年１０月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令

（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

第１条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 高茂岬船越線

南宇和郡愛南町麦ケ浦１番地先から

同町福浦１８６７番地先まで
旧 ３．４～６．９ ０．２４３

南宇和郡愛南町麦ケ浦１番地先から

同町福浦１８６７番地先まで
新 ９．４～１９．４ ０．２４３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 高茂岬船越線
南宇和郡愛南町麦ケ浦１番地先から

同町福浦１８６７番地先まで
令和４年１０月２１日

改 正 後 改 正 前

別表第１０（第４条関係）

知事の権限に属する出納局関係事務に係る特定決裁事項

別表第１０（第４条関係）

知事の権限に属する出納局関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

知

事

専決者

出

納

局

長

課

長

主

幹

出

納

局

長

課

長

主

幹

出

納

局

１～４

省略

出

納

局

１～４

省略

５ 製造

の請負

等に係

る競争

入札参

加資格

審査に

１ 製造の請負等に係る競争入札

の参加者の資格の認定（製造の

請負等に係る競争入札の参加者

の資格及び資格審査に関する要

綱（平成８年２月愛媛県告示第

１９２号）第２条第１項、第４

条）

○
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（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）

第２条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

関する

事務

２ 記載事項の変更並びに事業の

休止及び廃止の届出の受理（製

造の請負等に係る競争入札の参

加者の資格及び資格審査に関す

る要綱第６条第１項）

○

５ 省略 ６ 省略

改 正 後 改 正 前

別表第２（第４条関係）

局長の権限に属する地域産業振興部関係事務及び支局関係事務に

係る特定決裁事項

別表第２（第４条関係）

局長の権限に属する地域産業振興部関係事務及び支局関係事務に

係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者

局

長

専決者

部

長

課

長

課

長

補

佐

部

長

課

長

課

長

補

佐

総

務

県

民

課

１～６

省略

総

務

県

民

課

１～６

省略

７ 製造

の請負

等に係

る競争

入札参

加資格

審査に

関する

事務

１ 製造の請負等に係る競争入札

の参加者の資格の認定（製造の

請負等に係る競争入札の参加者

の資格及び資格審査に関する要

綱（平成８年２月愛媛県告示第

１９２号）第２条第１項、第４

条）

○

２ 記載事項の変更並びに事業の

休止及び廃止の届出の受理（製

造の請負等に係る競争入札の参

加者の資格及び資格審査に関す

る要綱第６条第１項）

○

７ 省略 ８ 省略

８ 省略 ９ 省略

９ 省略 １０ 省略

１０ 省略 １１ 省略

１１ 省略 １２ 省略

１２ 省略 １３ 省略

１３ 省略 １４ 省略

１４ 省略 １５ 省略

１５ 省略 １６ 省略

１６ 省略 １７ 省略

１７ 省略 １８ 省略

１８ 省略 １９ 省略

１９ 省略 ２０ 省略
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（愛媛県地方局処務規程の一部改正）

第３条 愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）の一部を次のように改正する。

２１ 省略

２３ 省略 ２４ 省略

備考 １ 東予地方局及び南予地方局においては、この表３４の

部から４３の部までに掲げる事務については、同表組織

名の欄中「総務県民課」とあるのは「防災対策室」と

し、同表決裁区分の欄中「課長」とあるのは「室長」

として、同表の規定を適用する。

２ 総務県民室においては、この表３の部１の項、３の

項及び４の項、４の部、６の部２の項�から�まで及

び３の項、９の部２の項、４の項から６の項まで及び

８の項から１０の項まで、１２の部１の項、３０の部１の項

�、３１の 部１の 項�、３３の 部１の 項、３５の 部、３６の

部２の項並びに３８の部２の項 に掲げ

る事務については、同表組織名の欄中「総務県民課」

とあるのは「総務県民室」とし、同表決裁区分の欄中

「課長」とあるのは「室長」とし、「課長補佐」とあ

るのは「主幹」として、同表の規定を適用する。

３ 総務県民室においては、この表６の部１の項及び２

の項�並びに７の部１の項�に掲げる事務について

は、同表組織名の欄中「総務県民課」とあるのは「総

務県民室」とし、同表決裁区分の欄中「局長」及び

「部長」とあるのは「支局長」として、同表の規定を

適用する。

２２ 省略

２２ 省略

２７ 省略 ２８ 省略

２８ 省略 ２９ 省略

２９ 省略 ３０ 省略

３０ 省略 ３１ 省略

３１ 省略 ３２ 省略

３２ 省略 ３３ 省略

３３ 省略

２３ 省略

３４ 省略

３４ 省略 ３５ 省略

３５ 省略 ３６ 省略

３６ 省略 ３７ 省略

３７ 省略 ３８ 省略

３８ 省略 ３９ 省略

３９ 省略 ４０ 省略

４０ 省略 ４１ 省略

４１ 省略 ４２ 省略

４２ 省略 ４３ 省略

４３ 省略 ４４ 省略

備考 １ 東予地方局及び南予地方局においては、この表３５の

部から４４の部までに掲げる事務については、同表組織

名の欄中「総務県民課」とあるのは「防災対策室」と

し、同表決裁区分の欄中「課長」とあるのは「室長」

として、同表の規定を適用する。

２ 総務県民室においては、この表３の部１の項、３の

項及び４の項、４の部、６の部２の項�から�まで及

び３の項、１０の部２の項、４の項から６の項まで及び

８の項から１０の項まで、１３の部１の項

、３１の 部１の 項�、３２の 部１の 項�、３４の 部１の

項、３６の部、３７の部２の項並びに３９の部２の項に掲げ

る事務については、同表組織名の欄中「総務県民課」

とあるのは「総務県民室」とし、同表決裁区分の欄中

「課長」とあるのは「室長」とし、「課長補佐」とあ

るのは「主幹」として、同表の規定を適用する。

３ 総務県民室においては、この表６の部１の項及び２

の項�並びに８の部１の項�に掲げる事務について

は、同表組織名の欄中「総務県民課」とあるのは「総

務県民室」とし、同表決裁区分の欄中「局長」及び

「部長」とあるのは「支局長」として、同表の規定を

適用する。

２６ 省略

２４ 省略

２５ 省略

２５ 省略

２６ 省略

２７ 省略

２０ 省略 ２１ 省略
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公 告

�公 告

令和５年度から令和７年度までにおいて県が発注する製造の請負、

物件の売買、役務の提供その他の契約（建設工事及び森林整備工事

並びにこれらに付随する測量、調査又は設計の業務委託に係る契約

を除く。以下「製造の請負等」という。）に係る一般競争入札又は

指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要な

資格（以下「資格」という。）並びにその審査の申請（以下「申請」

という。）の時期及び方法等を、次のとおり定めた。

令和４年１０月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 資格

� 競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件の全

てを満たす者とする。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第

１項各号のいずれにも該当しない者であること。

イ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項（同令第１６７条の１１第

１項において準用する場合を含む。）の規定により県の入札

に参加させないこととされている者でないこと。

ウ 製造の請負等に係る競争入札の参加者の資格及び資格審査

に関する要綱（平成８年２月愛媛県告示第１９２号）第２条第

２項各号に掲げる要件の全てを満たす者であって、同条第１

項の規定による審査（以下「資格審査」という。）を受け、

適格と認められたものであること。

� �の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、資格
を有しないものとする。

ア 営業に必要な許可、認可等を得ていない者

イ 資格審査を申請する日前２年間において、振り出した手形

又は小切手が不渡りとなり、銀行当座取引を停止されている

者

２ 申請の時期

令和４年１１月７日（月）から令和５年３月１７日（金）までの執

務時間中（午前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。

なお、その後も、随時、申請を受け付けるが、この場合には、

競争入札に間に合わないことがある。

３ 申請書類の交付方法及び提出先

� 交付方法

県ホームページの申請書等電子配布サービス（https://www.

pref.ehime.jp/sinsei/title/top.html）によるほか、別表に掲げる

申請書類の提出先のいずれかに対し請求があれば交付する。

� 提出先

別表のとおりとする。

４ 申請書類の作成に用いる言語及び通貨

� 申請書類の作成に用いる言語は、原則として、日本語とする

こと。

� 申請書類のうち、外国語で記載したものは、日本語の訳文を

付記し、又は添付すること。

� 申請書類の金額欄については、外国の通貨単位によらず、出

納官吏事務規程（昭和２２年大蔵省令第９５号）第１６条に規定する

外国貨幣換算率により日本国通貨に換算して記載すること。

５ 資格の審査結果の通知

申請者には、資格の審査結果を文書で通知する。

６ 資格の効力

資格は、令和５年度から令和７年度までの製造の請負等に係る

競争入札について効力を有する。

７ 令和８年度から令和１０年度までの資格審査

令和８年度から令和１０年度までの製造の請負等に係る競争入札

に参加する者の資格については、令和７年１０月に公示を行う予定

であるので、当該公示に基づき申請書類を提出すること。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

改 正 後 改 正 前

（地方局長の専決事項）

第１４条 省略

２ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、地域産業振興部及び支

局に関する事項は、次に掲げるとおりとする。

�～�の３ 省略

�の４ 製造の請負等に係る競争入札の参加者の資格及び資格審

査に関する要綱第６条 の規定に基づく記載事項の変更並

びに事業の休止及び廃止の届出の受理に関すること（東予地方

局及び南予地方局の所管区域に主たる事務所を有する者に係る

ものに限る。）。

�～� 省略

３～９ 省略

（地方局長の専決事項）

第１４条 省略

２ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、地域産業振興部及び支

局に関する事項は、次に掲げるとおりとする。

�～�の３ 省略

�の４ 製造の請負等に係る競争入札の参加者の資格及び資格審

査に関する要綱第６条第１項の規定に基づく記載事項の変更並

びに事業の休止及び廃止の届出の受理に関すること（東予地方

局及び南予地方局の所管区域に主たる事務所を有する者に係る

ものに限る。）。

�～� 省略

３～９ 省略
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８ 問合せ先

別表（３関係）

申 請 書 類 の 提 出 先 申 請 者 の 住 所

愛媛県出納局会計課用品調達係
〒７９０－８５７０
松山市一番町４－４－２
電話番号 ０８９－９１２－２１５６

愛媛県外、松山市、伊予市、
東温市、�万高原町、松前町、
砥部町

東予地方局地域産業振興部総務県民課総務係
〒７９３－８５１６
西条市喜多川７９６－１
電話番号 ０８９７－５６－１２９８（内線２０５）

新居浜市、西条市、四国中央
市

東予地方局今治支局総務県民室総務県民・防災対策グループ
〒７９４－８５０２
今治市旭町１－４－９
電話番号 ０８９８－２３－２５００（内線２０１）

今治市、上島町

南予地方局地域産業振興部総務県民課総務係
〒７９８－８５１１
宇和島市天神町７－１
電話番号 ０８９５－２８－６１０２（内線２０５）

宇和島市、松野町、鬼北町、
愛南町

南予地方局八幡浜支局総務県民室総務県民グループ
〒７９６－００４８
八幡浜市北浜１－３－３７
電話番号 ０８９４－２２－４１１１（内線２０４）

八幡浜市、大洲市、西予市、
内子町、伊方町



愛 媛 県 報令和４年１０月２１日 第３５２号

９０６

監 査 公 表

�公表第１０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定に基づ

き実施した定期監査の結果に関する報告を、同条第９項の規定によ

り、次のとおり公表する。

令和４年１０月２１日

愛媛県監査委員 � 橋 正 浩

同 大 西 誠

同 兵 頭 竜

同 � 田 健 司

１ 監査の基準

愛媛県監査委員監査基準（令和２年４月１日付け 愛媛県監査

員告示第１号）に準拠し実施した。

２ 監査の種類

財務監査

３ 監査の着眼点

監査の実施にあたっては、次の事項に主眼を置き実施した。

・財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか。

・経営に係る事業の管理が、合理的かつ能率的に行われているか。

４ 監査の実施内容

令和３年度財務に係る知事部局・諸局・教育委員会・公安委員

会の定期監査を２１４機関に対して実施した。

５ 監査対象機関と監査の結果

区分 実地監査 書面監査 計

知事部局 １２０ ６ １２６

本庁 ６６ ０ ６６

地方局 ３３ ０ ３３

地方機関 ２１ ６ ２７

諸局 ４ ０ ４

本庁 ４ ０ ４

教育委員会 １０ ５７ ６７

本庁 ８ ０ ８

地方機関（高等学校等） ２ ５７ ５９

公安委員会 ８ ９ １７

本庁 １ ０ １

地方機関（警察署） ７ ９ １６

合計 １４２ ７２ ２１４

本庁 ７９ ０ ７９

地方機関（地方局含む） ６３ ７２ １３５

行 革 分 権 課 令和４年８月２５日

税 務 課 令和４年８月２５日

総 合 政 策 課 令和４年８月２５日

地 域 政 策 課 令和４年８月２９日

企 画 統 計 課 令和４年８月８日

秘 書 課 令和４年８月８日

広 報 広 聴 課 令和４年８月８日

ス マ ー ト 行 政 推 進 課 令和４年８月２４日

デ ジ タ ル シ フ ト 推 進 課 令和４年８月２４日

地 域 ス ポ ー ツ 課 令和４年８月９日

競 技 ス ポ ー ツ 課 令和４年８月９日

文 化 振 興 課 令和４年８月３日

ま な び 推 進 課 令和４年８月３日

観 光 国 際 課 令和４年８月３１日

自 転 車 新 文 化 推 進 課 令和４年８月３日

県 民 生 活 課 令和４年８月４日

男 女 参 画 ・ 県 民 協 働 課 令和４年８月４日

人 権 対 策 課 令和４年８月４日

防 災 危 機 管 理 課 令和４年８月４日

消 防 防 災 安 全 課 令和４年８月４日

原 子 力 安 全 対 策 課 令和４年８月４日

環 境 政 策 課 令和４年８月９日

循 環 型 社 会 推 進 課 令和４年８月９日

自 然 保 護 課 令和４年８月９日

保 健 福 祉 課 令和４年８月１８日

医 療 対 策 課 令和４年８月１８日

医 療 保 険 課 令和４年８月１８日

健 康 増 進 課 令和４年８月８日

薬 務 衛 生 課 令和４年８月８日

子 育 て 支 援 課 令和４年８月２９日

障 が い 福 祉 課 令和４年８月２９日

長 寿 介 護 課 令和４年８月２９日

ね ん り ん ピ ッ ク 推 進 課 令和４年８月２９日

産 業 政 策 課 令和４年８月２５日

企 業 立 地 課 令和４年８月２５日

労 政 雇 用 課 令和４年８月２５日

産 業 創 出 課 令和４年８月３１日

産 業 人 材 課 令和４年８月３１日

経 営 支 援 課 令和４年８月３１日

農 政 課 令和４年８月１９日

農 業 経 済 課 令和４年８月１９日

ブ ラ ン ド 戦 略 課 令和４年８月１９日

農 地 整 備 課 令和４年８月２４日

農 産 園 芸 課 令和４年８月１８日

畜 産 課 令和４年８月１８日

林 業 政 策 課 令和４年８月２９日

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

総 務 管 理 課 令和４年８月２４日

人 事 課 令和４年８月３日

市 町 振 興 課 令和４年８月２４日

私 学 文 書 課 令和４年８月３日

財 政 課 令和４年８月２５日
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区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 ４，４３４，０１３ ２４３，３４２，５７２ ２４７，７７６，５８５

２年度 ５，３４８，８４３ ２４９，０５３，７７７ ２５４，４０２，６２０
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △９１４，８３０ △５，７１１，２０５ △６，６２６，０３５

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 ２９４，７６９ ２０，４１２，３５１ ２０，７０７，１２０

２年度 １８７，９８３ １９，９１６，４００ ２０，１０４，３８３
金額は各
年度の決
算による

差引増減 １０６，７８６ ４９５，９５１ ６０２，７３７

（子育て支援課）

５ 収入未済の心身障害者扶養共済年金過払金について、適切に債権管

理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２年度 １者 １４０，０００ 令和３年度決算による

（障がい福祉課）

６ 中小企業振興資金特別会計における収入未済の違約金（貸付金償還

金に伴うもの）について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２９年度 １者 ５，０９６，４６０ 令和３年度決算による

（経営支援課）

７ 林業改善資金特別会計における林業改善資金貸付金償還金について、

収入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 ０ ５７，５７５，８４６ ５７，５７５，８４６

２年度 ０ ６０，１２９，８４６ ６０，１２９，８４６
金額は各
年度の決
算による

差引増減 ０ △２，５５４，０００ △２，５５４，０００

（林業政策課）

８ 林業改善資金特別会計における収入未済の違約金（貸付金償還金に

伴うもの）について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

平成１９年度
～平成２１年度
及び令和元年度

３者 １，３２８，４６５ 令和３年度決算による

（林業政策課）

９ 県有林経営事業特別会計については、昭和５９年度以降歳入不足額が

生じ、毎年度繰上充用の措置が講じられているところである。令和３

年度単年度収支は県営林経営改善計画額の９９％に当たる４，８７１万円の

黒字を確保したが、令和３年度末の歳入不足額は、２１億３，６５０万円と

なっており、平成２７年３月に見直しを行った県営林経営改善計画を着

実に実行するなど、今後の健全な経営に向けてより一層の努力が望ま

れる。

（森林整備課）

１０ 沿岸漁業改善資金特別会計における沿岸漁業改善資金貸付金償還金

について、収入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

森 林 整 備 課 令和４年８月２９日

漁 政 課 令和４年８月２２日

水 産 課 令和４年８月２２日

漁 港 課 令和４年８月２２日

土 木 管 理 課 令和４年８月２４日

用 地 課 令和４年８月２４日

河 川 課 令和４年８月３１日

港 湾 海 岸 課 令和４年８月３１日

砂 防 課 令和４年８月３１日

道 路 建 設 課 令和４年８月１８日

道 路 維 持 課 令和４年８月１８日

都 市 計 画 課 令和４年８月１９日

都 市 整 備 課 令和４年８月１９日

建 築 住 宅 課 令和４年８月１８日

出 納 局 令和４年９月１日

人 事 委 員 会 事 務 局 令和４年８月８日

議 会 事 務 局 令和４年８月４日

監 査 事 務 局 令和４年８月１９日

労 働 委 員 会 事 務 局 令和４年８月４日

（監査の結果）

令和３年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 収入未済の行政代執行費用（高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分に係るもの）

について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

３０年度 １者 ５４６，９６２ 令和３年度決算による

（循環型社会推進課）

２ 収入未済の生活安定資金貸付金償還金について、適切に債権管理さ

れたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１６年度及び１７年度 ４３８者 ３８，９３８，７１０ 令和３年度決算による

（保健福祉課）

３ 児童扶養手当返還金について、納期限内の収入確保と収入未済額の

縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 ４，１０１，８４０ １，０００，５６０ ５，１０２，４００

２年度 ８５，８２０ ９１４，７４０ １，０００，５６０
金額は各
年度の決
算による

差引増減 ４，０１６，０２０ ８５，８２０ ４，１０１，８４０

（子育て支援課）

４ 母子父子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金償

還金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続き

努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）
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区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 ０ ３，１９７，０００ ３，１９７，０００

２年度 ０ ４，３６４，０００ ４，３６４，０００
金額は各
年度の決
算による

差引増減 ０ △１，１６７，０００ △１，１６７，０００

（漁政課）

１１ 沿岸漁業改善資金特別会計における収入未済の違約金（貸付金償還

金に伴うもの）について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

平成２２年度及び
令和２年度 ２者 １，６５３，２３６ 令和３年度決算による

（漁政課）

１２ 住宅貸付損害金について、適切に債権管理するとともに、収入未済

額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 ０ ２４，８２５，４４５ ２４，８２５，４４５

２年度 ０ ２５，１８８，８１９ ２５，１８８，８１９
金額は各
年度の決
算による

差引増減 ０ △３６３，３７４ △３６３，３７４

（建築住宅課）

１３ 工事の契約手続遅延に伴う損害弁償金（消費税増税分）について、

適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

元年度 １者 ９，７５１，２００ 令和３年度決算による

（建築住宅課）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 地 方 局

地 域 産 業 振 興 部 令和４年７月４日

今 治 支 局 令和４年７月４日、
令和４年７月１４日

健 康 福 祉 環 境 部 令和４年７月４日、
令和４年７月１４日

四 国 中 央 保 健 所 令和４年７月４日

農 林 水 産 振 興 部 令和４年７月１４日

東 予 家 畜 保 健 衛 生 所 令和４年７月１４日

建 設 部 令和４年７月４日

四 国 中 央 土 木 事 務 所 令和４年７月４日

今 治 土 木 事 務 所 令和４年７月１４日

鹿 森 ダ ム 管 理 事 務 所 令和４年７月４日

黒 瀬 ダ ム 管 理 事 務 所 令和４年７月４日

玉 川 ダ ム 管 理 事 務 所 令和４年７月１４日

台 ダ ム 管 理 事 務 所 令和４年７月１４日

出 納 室 令和４年７月４日

（監査の結果）

令和３年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 県税について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続

き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 １３５，６３４，６３６ １２１，１４７，８９７ ２５６，７８２，５３３

２年度 １７２，７６５，１１４ １４２，３３７，４６３ ３１５，１０２，５７７
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △３７，１３０，４７８ △２１，１８９，５６６ △５８，３２０，０４４

（地域産業振興部）

２ 職員の不注意により公用車による事故が発生（４件）し、相手方車

両及び当該車両の毀損があった。

（健康福祉環境部（西条保健所））

３ 生活保護費戻入金について、収入未済額の縮減に、引き続き努めら

れたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 ０ ２８５，０２０ ２８５，０２０

２年度 ０ ２９２，０２０ ２９２，０２０
金額は各
年度の決
算による

差引増減 ０ △７，０００ △７，０００

（健康福祉環境部）

４ 母子父子寡婦福祉資金特別会計における母子父子寡婦福祉資金貸付

金償還金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、より

一層努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 ９，９７５，４３６ ５８，３１９，３３８ ６８，２９４，７７４

２年度 １０，２２７，２５２ ５１，６３８，８００ ６１，８６６，０５２
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △２５１，８１６ ６，６８０，５３８ ６，４２８，７２２

（父子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 １５４，４３１ １７３，１２３ ３２７，５５４

２年度 ４０，１２３ １３３，０００ １７３，１２３
金額は各
年度の決
算による

差引増減 １１４，３０８ ４０，１２３ １５４，４３１

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 １０４，６３７ ２，１４９，１６３ ２，２５３，８００

２年度 １１４，３００ ２，２３６，８７１ ２，３５１，１７１
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △９，６６３ △８７，７０８ △９７，３７１

（健康福祉環境部）

５ 職員の不注意により公用車による事故が発生（２件）し、相手方の

人的被害があったほか、相手方車両及び当該車両に毀損があった。

（健康福祉環境部（今治保健所））

６ 県営住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減

に、一層努められたい。
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区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 ６６０，０９９ １，６４６，１００ ２，３０６，１９９

２年度 ４６３，４００ １，７３９，０００ ２，２０２，４００
金額は各
年度の決
算による

差引増減 １９６，６９９ △９２，９００ １０３，７９９

（建設部）

７ 県営住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減

に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 ５６２，５００ １，６７５，１００ ２，２３７，６００

２年度 １，７４４，４００ １，４５９，７００ ３，２０４，１００
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △１，１８１，９００ ２１５，４００ △９６６，５００

（建設部（今治土木事務所））

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

中 予 地 方 局

地 域 産 業 振 興 部 令和４年７月７日

健 康 福 祉 環 境 部 令和４年７月７日

農 林 水 産 振 興 部 令和４年７月７日

中 予 家 畜 保 健 衛 生 所 令和４年７月７日

建 設 部 令和４年７月７日

� 万 高 原 土 木 事 務 所 令和４年７月７日

（監査の結果）

令和３年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 県税について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続

き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 １９４，６７１，０３７ ２６５，７７６，２４３ ４６０，４４７，２８０

２年度 ３８７，１８２，２３５ ２７２，１４６，０３２ ６５９，３２８，２６７
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △１９２，５１１，１９８ △６，３６９，７８９△１９８，８８０，９８７

（地域産業振興部）

２ 過去（令和２年度財務）にも指導したところであるが、公用車の毀

損があったにもかかわらず、発生日時及び場所が確認できない状況で

あったことは管理上問題であるので、公用車の適正な運用管理につい

て徹底されたい。

（地域産業振興部）

３ 生活保護費戻入金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮

減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 ２４，４９４，４６９ １９，５０１，７６１ ４３，９９６，２３０

２年度 ３，２４１，０７８ １８，０２４，５７８ ２１，２６５，６５６
金額は各
年度の決
算による

差引増減 ２１，２５３，３９１ １，４７７，１８３ ２２，７３０，５７４

（健康福祉環境部）

４ 母子父子寡婦福祉資金特別会計における母子父子寡婦福祉資金貸付

金償還金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、一層

努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 ２，０３５，０９８ ９，５２３，９４０ １１，５５９，０３８

２年度 １，７２８，８２４ ９，１６１，３５２ １０，８９０，１７６
金額は各
年度の決
算による

差引増減 ３０６，２７４ ３６２，５８８ ６６８，８６２

（父子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 ５６，３８５ ０ ５６，３８５

２年度 ０ ０ ０
金額は各
年度の決
算による

差引増減 ５６，３８５ ０ ５６，３８５

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 ０ ６０６，９３６ ６０６，９３６

２年度 １１６，５３４ ７１３，２００ ８２９，７３４
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △１１６，５３４ △１０６，２６４ △２２２，７９８

（健康福祉環境部）

５ 県営住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減

に、一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 ４，５２１，９２６ ９，３４５，８４３ １３，８６７，７６９

２年度 ３，８８５，１９８ ９，６７８，４７１ １３，５６３，６６９
金額は各
年度の決
算による

差引増減 ６３６，７２８ △３３２，６２８ ３０４，１００

（建設部）

６ 収入未済の河川不法投棄物処分費用負担金について、適切に債権管

理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２９年度 １者 ２４８，４００ 令和３年度決算による

（建設部）

７ 収入未済の工事請負契約の解除に伴う違約金及び前払金余剰額に対

する利息について、適切に債権管理されたい。

（違約金）

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２６年度 １者 ２７０，１００ 令和３年度決算による

（利息）

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２６年度 １者 ２４７，８８５ 令和３年度決算による
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差引増減 △１，９２６，９９９ △４，０９４，０６０ △６，０２１，０５９

（父子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 １５８，７１２ ８０，０８２ ２３８，７９４

２年度 ８０，０８２ ０ ８０，０８２
金額は各
年度の決
算による

差引増減 ７８，６３０ ８０，０８２ １５８，７１２

（健康福祉環境部）

４ 生活保護費戻入金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮

減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 ３７５，６４１ ３，５０６，６９９ ３，８８２，３４０

２年度 ２４３，２７８ ３，７７４，１７１ ４，０１７，４４９
金額は各
年度の決
算による

差引増減 １３２，３６３ △２６７，４７２ △１３５，１０９

（健康福祉環境部（八幡浜支局））

５ 県営住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減

に、一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 ７１７，３００ ９８７，５００ １，７０４，８００

２年度 ９５６，４４９ ６７３，１００ １，６２９，５４９
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △２３９，１４９ ３１４，４００ ７５，２５１

（建設部）

６ 県営住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減

に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 １７，４００ ０ １７，４００

２年度 １２３，８００ ０ １２３，８００
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △１０６，４００ ０ △１０６，４００

（建設部（八幡浜土木事務所））

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 京 事 務 所 令和４年７月２８日

研 修 所 令和４年４月１９日

総 合 科 学 博 物 館 令和４年５月１８日

歴 史 文 化 博 物 館 令和４年５月２４日

美 術 館 令和４年５月１０日

消 防 学 校 令和４年４月２２日

消 費 生 活 セ ン タ ー 令和４年４月２０日

原 子 力 セ ン タ ー 令和４年５月２４日

福 祉 総 合 支 援 セ ン タ ー 令和４年４月２０日

東予子ども・女性支援センター 令和４年５月１８日

（建設部（�万高原土木事務所））

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 予 地 方 局

地 域 産 業 振 興 部 令和４年７月１５日

八 幡 浜 支 局 令和４年７月１２日、
令和４年７月１５日

健 康 福 祉 環 境 部 令和４年７月１２日、
令和４年７月１５日

農 林 水 産 振 興 部 令和４年７月１２日、
令和４年７月１５日

南 予 家 畜 保 健 衛 生 所 令和４年７月１２日

建 設 部 令和４年７月１５日

大 洲 土 木 事 務 所 令和４年７月１２日

八 幡 浜 土 木 事 務 所 令和４年７月１２日

西 予 土 木 事 務 所 令和４年７月１２日

愛 南 土 木 事 務 所 令和４年７月１５日

須 賀 川 ダ ム 管 理 事 務 所 令和４年７月１５日

山 財 ダ ム 管 理 事 務 所 令和４年７月１５日

出 納 室 令和４年７月１５日

（監査の結果）

令和３年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 県税について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続

き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 ３７，９７４，２３２ ３９，９９６，６７３ ７７，９７０，９０５

２年度 ４７，３３１，６８５ ４５，１４６，９６３ ９２，４７８，６４８
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △９，３５７，４５３ △５，１５０，２９０ △１４，５０７，７４３

（地域産業振興部）

２ 生活保護費戻入金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮

減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 ６，５３７，００４ １４，４５７，３６４ ２０，９９４，３６８

２年度 １，３６９，２２１ １３，２７５，６４８ １４，６４４，８６９
金額は各
年度の決
算による

差引増減 ５，１６７，７８３ １，１８１，７１６ ６，３４９，４９９

（健康福祉環境部）

３ 母子父子寡婦福祉資金特別会計における母子父子福祉資金貸付金償

還金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続き

努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 ２，２３８，３６９ ２５，２３５，６９７ ２７，４７４，０６６

２年度 ４，１６５，３６８ ２９，３２９，７５７ ３３，４９５，１２５

金額は各
年度の決
算による
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南予子ども・女性支援センター 令和４年５月２５日

食 肉 衛 生 検 査 セ ン タ ー 令和４年５月１０日

動 物 愛 護 セ ン タ ー 令和４年５月１０日

衛 生 環 境 研 究 所 令和４年４月２２日

心 と 体 の 健 康 セ ン タ ー 令和４年４月２０日

子 ど も 療 育 セ ン タ ー 令和４年４月２２日

え ひ め 学 園 令和４年５月１８日

計 量 検 定 所 令和４年５月１０日

産 業 技 術 研 究 所
令和４年４月２２日、
令和４年５月１０日、
令和４年５月１２日

新 居 浜 産 業 技 術 専 門 校 令和４年５月１８日

愛 媛 中 央 産 業 技 術 専 門 校 令和４年５月１３日

宇 和 島 産 業 技 術 専 門 校 令和４年５月１０日

大 阪 事 務 所 令和４年７月２０日

病 害 虫 防 除 所 令和４年４月２２日

農 業 大 学 校 令和４年５月１３日

農 林 水 産 研 究 所
令和４年４月２２日、
令和４年５月１０日、
令和４年５月１３日、
令和４年５月２５日

家 畜 病 性 鑑 定 所 令和４年７月１１日

（監査の結果）

令和３年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 愛媛県美術館南館屋上防水修繕に係る一般競争入札において、入札

者の納付した入札保証金が所定の額に達していないため、県会計規則

第１３９条第６号に基づき、その者がした入札を無効とするべきところ、

当該入札者を落札者として決定し、契約を締結していた。

（美術館）

２ 児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収

入未済額の縮減に、一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 ６，５５５，４１０ ２８，７８５，０２０ ３５，３４０，４３０

２年度 ６，０６３，１５０ ２７，９６５，１５０ ３４，０２８，３００
金額は各
年度の決
算による

差引増減 ４９２，２６０ ８１９，８７０ １，３１２，１３０

（福祉総合支援センター）

３ 児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収

入未済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 ４，５２４，７８７ ８，４５５，８５０ １２，９８０，６３７

２年度 ２，１５８，６５０ ６，５７１，９００ ８，７３０，５５０
金額は各
年度の決
算による

差引増減 ２，３６６，１３７ １，８８３，９５０ ４，２５０，０８７

（東予子ども・女性支援センター）

４ 児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収

入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 １，２１２，８７０ ９，３０６，２９５ １０，５１９，１６５

２年度 １，６０２，３７５ ９，７０１，６６０ １１，３０４，０３５
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △３８９，５０５ △３９５，３６５ △７８４，８７０

（南予子ども・女性支援センター）

５ 子ども療育センター利用料金について、納期限内の収入確保と収入

未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 ５８６，０５３ １，８７７，６４６ ２，４６３，６９９

２年度 ５５６，２９８ ２，０２５，１６６ ２，５８１，４６４
金額は各
年度の決
算による

差引増減 ２９，７５５ △１４７，５２０ △１１７，７６５

（子ども療育センター）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

教 育 総 務 課 令和４年９月１日

社 会 教 育 課 令和４年９月１日

文 化 財 保 護 課 令和４年９月１日

保 健 体 育 課 令和４年９月１日

義 務 教 育 課 令和４年９月１日

高 校 教 育 課 令和４年９月１日

人 権 教 育 課 令和４年９月１日

特 別 支 援 教 育 課 令和４年９月１日

中 予 教 育 事 務 所 令和４年５月１０日

東 予 教 育 事 務 所 令和４年５月１２日

南 予 教 育 事 務 所 令和４年５月１０日

総 合 教 育 セ ン タ ー 令和４年４月１９日

図 書 館 令和４年５月１０日

川 之 江 高 等 学 校 令和４年２月２２日

三 島 高 等 学 校 令和４年２月２２日

土 居 高 等 学 校 令和４年２月２２日

新 居 浜 東 高 等 学 校 令和４年２月２２日

新 居 浜 西 高 等 学 校 令和４年２月２２日

新 居 浜 南 高 等 学 校 令和４年２月２２日

新 居 浜 工 業 高 等 学 校 令和４年２月２２日

新 居 浜 商 業 高 等 学 校 令和４年３月１７日

西 条 高 等 学 校 令和４年３月１７日

西 条 農 業 高 等 学 校 令和４年２月２２日

小 松 高 等 学 校 令和４年３月１７日

東 予 高 等 学 校 令和４年３月１７日

丹 原 高 等 学 校 令和４年３月１７日

今 治 西 高 等 学 校 令和４年２月２２日

今 治 南 高 等 学 校 令和４年３月１７日

今 治 北 高 等 学 校 令和４年２月２２日
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今 治 工 業 高 等 学 校 令和４年３月１７日

弓 削 高 等 学 校 令和４年２月２２日

北 条 高 等 学 校 令和４年２月２２日

松 山 東 高 等 学 校 令和４年３月１７日

松 山 南 高 等 学 校 令和４年３月１７日

松 山 北 高 等 学 校 令和４年２月２２日

松 山 中 央 高 等 学 校 令和４年２月２２日

松 山 工 業 高 等 学 校 令和４年２月２２日

松 山 商 業 高 等 学 校 令和４年２月２２日

東 温 高 等 学 校 令和４年２月２２日

上 浮 穴 高 等 学 校 令和４年３月１７日

伊 予 農 業 高 等 学 校 令和４年３月１７日

伊 予 高 等 学 校 令和４年３月１７日

大 洲 高 等 学 校 令和４年２月２２日

大 洲 農 業 高 等 学 校 令和４年２月２２日

長 浜 高 等 学 校 令和４年２月２２日

内 子 高 等 学 校 令和４年２月２２日

八 幡 浜 高 等 学 校 令和４年２月２２日

八 幡 浜 工 業 高 等 学 校 令和４年２月２２日

川 之 石 高 等 学 校 令和４年２月２２日

三 崎 高 等 学 校 令和４年２月２２日

宇 和 高 等 学 校 令和４年２月２２日

野 村 高 等 学 校 令和４年２月２２日

宇 和 島 東 高 等 学 校 令和４年２月２２日

宇 和 島 水 産 高 等 学 校 令和４年３月１７日

吉 田 高 等 学 校 令和４年２月２２日

北 宇 和 高 等 学 校 令和４年３月１７日

南 宇 和 高 等 学 校 令和４年３月１７日

今 治 東 中 等 教 育 学 校 令和４年３月１７日

松 山 西 中 等 教 育 学 校 令和４年２月２２日

宇 和 島 南 中 等 教 育 学 校 令和４年２月２２日

松 山 盲 学 校 令和４年２月２２日

松 山 聾 学 校 令和４年２月２２日

し げ の ぶ 特 別 支 援 学 校 令和４年２月２２日

み な ら 特 別 支 援 学 校 令和４年２月２２日

今 治 特 別 支 援 学 校 令和４年３月１７日

宇 和 特 別 支 援 学 校 令和４年２月２２日

新 居 浜 特 別 支 援 学 校 令和４年２月２２日

（監査の結果）

令和３年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 奨学資金特別会計における奨学資金貸付金償還金について、納期限

内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 ４８，６８５，０００ ２０７，４０９，３７５ ２５６，０９４，３７５

２年度 ５７，９８４，０００ ２２６，３３５，５２９ ２８４，３１９，５２９ 金額は各
年度の決
算による

差引増減 △９，２９９，０００ △１８，９２６，１５４ △２８，２２５，１５４

（教育総務課）

２ 地域改善対策高等学校等就学奨励費貸付金償還金について、納期限

内の収入確保と収入未済額の縮減に、一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 １６，８５１，０３５ ６０４，８４０，８０９ ６２１，６９１，８４４

２年度 １８，７６８，３５０ ５９６，８７１，６７７ ６１５，６４０，０２７
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △１，９１７，３１５ ７，９６９，１３２ ６，０５１，８１７

（人権教育課）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

警 察 本 部 令和４年８月２２日

四 国 中 央 警 察 署 令和４年３月１７日

新 居 浜 警 察 署 令和４年２月１５日

西 条 警 察 署 令和４年３月１７日

西 条 西 警 察 署 令和４年２月１５日

今 治 警 察 署 令和４年３月１７日

伯 方 警 察 署 令和４年３月１７日

松 山 東 警 察 署 令和４年３月１７日

松 山 西 警 察 署 令和４年２月１５日

松 山 南 警 察 署 令和４年３月１７日

� 万 高 原 警 察 署 令和４年２月１５日

伊 予 警 察 署 令和４年３月１７日

大 洲 警 察 署 令和４年２月１４日

八 幡 浜 警 察 署 令和４年３月１７日

西 予 警 察 署 令和４年２月１４日

宇 和 島 警 察 署 令和４年２月１７日

愛 南 警 察 署 令和４年３月１７日

（監査の結果）

令和３年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 放置違反金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 ８３１，０００ ５８４，０００ １，４１５，０００

２年度 ５９７，０００ １，１５２，０００ １，７４９，０００
金額は各
年度の決
算による

差引増減 ２３４，０００ △５６８，０００ △３３４，０００

（警察本部）

２ 延滞金（放置違反金に伴うもの）について、収入未済額の縮減に、

引き続き努められたい。
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区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 ８１，３４９ １０９，０２６ １９０，３７５

２年度 １２５，７００ １７５，４２６ ３０１，１２６
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △４４，３５１ △６６，４００ △１１０，７５１

（警察本部）

３ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

平成１７年度、
平成１９年度及び
令和元年度

３者 １，４９６，７５４ 令和３年度決算による

（警察本部）

４ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（１１件）し、相手方

の人的被害があったほか、相手方車両及び当該車両の毀損があった。

（警察本部）

５ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（３件）し、当該車

両の毀損があった。

（四国中央警察署）

６ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（４件）し、相手方

車両及び当該車両等の毀損があり、県に多額の損害（１，６４６，４１４円）

を与えた。

（新居浜警察署）

７ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１８年度 １者 ７８９，９３１ 令和３年度決算による

（今治警察署）

８ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２９年度 ２者 ８２，４２２ 令和３年度決算による

（松山東警察署）

９ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（６件）し、当該車

両等の毀損があった。

（松山東警察署）

１０ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（５件）し、当該車

両等の毀損があった。

（松山西警察署）

１１ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２８年度 １者 ７１０，８２２ 令和３年度決算による

（松山南警察署）

１２ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（８件）し、相手方

の人的被害があったほか、当該車両の毀損があり、県に多額の損害

（３，１３３，６２９円）を与えた。

（松山南警察署）

１３ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２３年度 １者 １７０，０００ 令和３年度決算による

（宇和島警察署）

１４ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（７件）し、相手方

車両及び当該車両の毀損があった。

（宇和島警察署）

令和４年１０月２１日 発行


